
税額【支給要件】の確認方法について 
 マイナンバーがわかる書類の場合 

 

 

マイナンバーがわかる書類での申請の場合、就学支援金の対象であるか保護者自身による確認はできません。 

マイナンバーがわかる書類をご提出いただくことにより、お住いの市町村から課税情報を取得し、愛知県教育委

員会が就学支援金対象かどうか判定します。なお、マイナンバーをご提出いただいても、課税情報の取得ができ

ない場合があります。その場合は課税証明書の提出をお願いしますので、予めご承知おきください。 

 

□マイナンバーがわかる書類の提出に関する留意事項 

○ マイナンバーがわかる書類を提出する方が所得の申告をしていない場合は事前に市町村への申告が必要で

す（控除対象配偶者又は同一生計配偶者の方の申告は不要）。 

○ 親権者が２名の場合、提出方法（マイナンバーまたは課税証明書）は統一してください。 

○ マイナンバーにより提出する場合、非課税である（収入がない場合も含む）控除対象配偶者の方について

も、マイナンバーを提出してください。 

○ 【生活保護受給世帯の方のみ】マイナンバーがわかる書類ではなく、生活保護受給証明書の原本（令和２

年１月１日時点で生活保護を受給していることが確認できるもの）の提出をお願いします。 

 

□（参考）マイナンバーがわかる書類の例 

（１） 個人番号カード（裏面）    

     （表面） 不要 

   

 

 

 

 

 

（２） 個人番号通知カード（表面）    

     （裏面） 不要 

 

 

 

 

 

 

    ※ 住所変更があった場合でも裏面のコピーは提出不要です。 

（３） 住民票    
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